
広
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号 

 
広
島
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
病
院
事
業
管
理
者 

大 
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紘 
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広
島
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

広
島
県
病
院
事
業
財
務
規
程
（
平
成
二
十
一
年
広
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
十
四
条
中
「
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
総
理
府
令
第
七
十
三
号
。
以
下
「
施
行

規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
」
を
「
当
該
固
定
資
産
の
取
得
に
要
し
た
価
額
か
ら

そ
の
取
得
の
た
め
に
充
て
た
補
助
金
等
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
（
物
件
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
正
な
見
積

価
額
を
い
う
。
）
を
控
除
し
た
金
額
を
帳
簿
原
価
と
み
な
し
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
五
条
第
一
項
中
「
施
行
規
則
第
八
条
第
三
項
各
号
」
を
「
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

十
七
年
総
理
府
令
第
七
十
三
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
六
条
中
「
第
八
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条

第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


